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三
．
三
寅
剣
出
現 

 
次
に
私
の
故
里
が
全
国
的
に
注
目
さ
れ
た
の
は
、
秩
父
困
民
党
騒
動
か
ら
百
十
一
年
の
歳
月
を
隔
て

た
、
平
成
六
年
二
月
十
日
の
こ
と
で
、
私
は
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
現
在
の
住
い
の
兵
庫
県
で
知
っ
た
。 

そ
の
日
の
読
売
新
聞
の
朝
刊
に
は
、「
国
宝
級 

聖
徳
太
子
の
剣
に
匹
敵
」
と
言
う
大
見
出
し
で
、
次

の
通
り
報
じ
ら
れ
て
い
た
。 

「
長
野
県
小
海
町
の
旧
家
に
伝
わ
る
刀
剣
が
、
仏
像
や
梵
字
、
星
座
の
模
様
を
刻
ん
で
金
銀
を
は
め

込
ん
だ
『
象
嵌
』
と
呼
ば
れ
る
技
法
の
、
白
鳳
・
奈
良
時
代
の
第
一
級
の
作
品
で
あ
る
事
が
九
日
、
水

野
正
好
奈
良
大
学
教
授
を
代
表
と
す
る
調
査
検
討
委
員
会
の
鑑
定
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

仏
像
が
象
嵌
さ
れ
た
刀
剣
の
確
認
は
全
国
で
も
は
じ
め
て
。
金
銀
両
方
を
使
い
こ
れ
だ
け
多
種
多
様

な
モ
チ
ー
フ
を
象
嵌
し
た
装
飾
刀
剣
は
過
去
に
例
が
な
い
。
聖
徳
太
子
の
剣
と
し
て
知
ら
れ
る
国
宝『
四

天
王
寺
の
七
星
剣
』
な
ど
に
匹
敵
す
る
貴
重
な
発
見
で
、
当
時
の
海
外
文
化
の
受
容
の
形
態
と
宗
教
観

を
端
的
に
物
語
る
資
料
と
し
て
、
学
会
の
注
目
を
集
め
て
い
る
。 

刀
剣
は
、
長
さ
三
十
三
・
五
セ
ン
チ
、
刃
渡
り
に
十
五
・
四
セ
ン
チ
で
、
最
大
幅
は
二
・
八
セ
ン
チ
、

厚
さ
六
ミ
リ
。
剣
の
形
や
仏
像
の
表
現
方
法
な
ど
か
ら
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
の
制
作
と
見
ら
れ
る
。 

最
大
の
特
色
は
仏
像
画
。
両
面
に
四
天
王
の
う
ち
の
『
毘
沙
門
天
』
と
『
持
国
天
』
と
見
ら
れ
る
像
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が
確
認
さ
れ
た
。
高
さ
は
何
れ
も
五
セ
ン
チ
で
、
顔
の
輪
郭
や
よ
ろ
い
な
ど
目
立
つ
線
は
金
で
、
他
の

細
部
は
銀
で
象
嵌
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
切
っ
先
に
近
い
部
分
に
は
残
る
『
増
長
天
』
と
『
広
目
天
』

の
像
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。 

背
の
部
分
に
は
『
三
寅
剣(

さ
ん
い
ん
け
ん)

』
と
剣
名
が
象
嵌
さ
れ
て
い
る
。
三
寅
と
は
中
国
の
古

代
思
想
に
言
う
ト
ラ
、
ヒ
ョ
ウ
、
ネ
コ
の
こ
と
で
、『
人
を
害
す
る
三
寅
を
収
め
る
力
を
持
つ
剣
』
と
の

意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
魔
よ
け
の
剣
と
し
て
用
い
ら
れ
た
ら
し
い
。
こ
れ
ま
で
剣
名
が
判
明
し
た

刀
剣
は
、
奈
良
県
・
石
上
神
宮
の
国
宝
『
七
支
刀
』
だ
け
。 

ま
た
、
剣
の
中
央
に
は｢
梵
字
真
言｣

と
見
ら
れ
る
九
文
字
の
梵
字
が
、
反
対
の
面
に
は
、
北
斗
七
星

と
三
台
・
三
公
と
呼
ば
れ
る
三
種
類
の
星
座
が
認
め
ら
れ
る
。 

仏
像
と
梵
字
は
仏
教
、
星
座
や
剣
の
名
は
道
教
に
そ
れ
ぞ
れ
関
係
が
あ
り
、
奈
良
時
代
の
思
想
や
宗

教
観
が
伺
え
る
資
料
。
ま
た
、
金
と
銀
を
巧
み
に
使
い
分
け
た
象
嵌
装
飾
は
『
正
倉
院
所
蔵
の
優
れ
た

刀
剣
以
上
』
と
さ
れ
、
か
な
り
高
い
身
分
の
人
物
が
所
有
し
て
い
た
と
考
え
る
。 

朝
鮮
半
島
か
渡
来
人
が
国
内
で
作
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
刀
剣
は
同
町
松
原
の
農
業
畠
山
さ
ん
が
所

有
し
て
お
り
、
何
時
か
ら
伝
わ
っ
た
か
不
明
と
言
う｣ 

 

こ
こ
に
出
て
く
る
奈
良
県
の
石
上
神
宮
の
七
支
刀
と
は
、
剣
の
先
が
七
つ
に
枝
分
か
れ
し
て
お
り
、
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諸
説
は
あ
る
よ
う
で
す
が
、
そ
の
刀
身
に
、「
秦
始
四
年(

４
６
８)

に
百
済
王
が
鍛
え
ぬ
い
た
鋼
の
七
支

刀
を
造
っ
て
、
倭
国
の
王(

雄
略
帝)

に
送
っ
た
」
と
言
う
意
味
の
刻
印
が
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
石
上

神
宮
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
宝
剣
で
あ
る
。 

石
上
神
宮
と
言
う
の
は
物
部
氏
が
祭
ら
れ
て
い
る
神
社
で
、
奈
良
県
天
理
市
の
日
本
最
古
の
道
と
い

わ
れ
る
山
野
辺
の
道
の
近
く
に
あ
る
。 

物
部
氏
は
、用
明
二
年(

５
８
７)

に
仏
教
導
入
を
巡
っ
て
蘇
我
馬
子
に
滅
ぼ
さ
れ
た
古
代
の
豪
族
で
、

そ
の
祖
は
饒
速
日
命(
に
ぎ
は
や
ひ
の
み
こ
と)

と
さ
れ
て
い
る
。
一
説
に
よ
る
と
饒
速
日
命
は
、
い
わ

ゆ
る
天
孫
降
臨
族
と
は
別
に
大
和
国
に
降
り
立
っ
た
神
で
、
鍛
冶
神
の
祖
神
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
即
ち
武
器
や
金
属
加
工
に
長
け
た
一
族
と
言
う
事
で
古
代
国
家
の
軍
事
を
司
る
立
場
に
あ
り
、

そ
の
後
、
仏
教
の
導
入
を
巡
っ
て
蘇
我
氏
と
の
権
力
争
い
に
敗
れ
て
物
部
宗
家
は
消
滅
し
た
事
に
な
っ

て
い
る
。 

 

（
中
略
） 

  

そ
こ
で
、
我
が｢

三
寅
剣｣

で
あ
る
が
、
新
聞
記
事
に
よ
る
と
「
白
鳳
・
奈
良
時
代
の
第
一
級
の
作
品
」
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と
言
う
事
で
あ
る
。白
鳳
時
代
と
は
大
化
の
改
新(

大
化
二
年
＝
６
４
６
年)

か
ら
平
城
京
遷
都(

和
銅
三

年
＝
７
１
０
年)

ま
で
と
言
う
事
で
、
七
支
刀
や
稲
荷
山
鉄
剣
か
ら
百
年
程
後
と
言
う
こ
と
に
な
る
。 

ま
た
、白
鳳
時
代
と
言
う
の
は
、
わ
が
国
が
神
話
の
時
代
か
ら
国
家
と
し
て
の
形
が
出
来
た
時
代
で
、

言
わ
ば
国
家
と
し
て
の
花
が
開
花
し
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
勿
論
、
三
寅
剣
に
刻
ま
れ
て
い
る

内
容
か
ら
も
仏
教
思
想
が
色
濃
く
表
さ
れ
て
、
技
巧
的
に
も
優
れ
て
い
る
事
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
考
古
学
者
で
あ
り
、
文
化
勲
章
受
賞
者
の
末
永
雅
雄
博
士
に
よ
る
と
、
一
般
に
、
剣
と

は
両
刃
で
真
直
ぐ
な
刃
物
を
言
い
、
刀
は
刃
が
片
刃
で
多
少
湾
曲
の
あ
る
刃
物
を
指
す
こ
と
に
な
っ
て

い
る
こ
と
に
対
し
て
、「
日
本
古
典
で
見
る
と
、
記
・
紀
で
は
刀
、
剣
身
の
形
態
的
区
分
は
し
て
い
な
い
。

た
だ
記
に
は
刀
、
紀
に
は
剣
の
用
字
例
の
多
い
こ
と
が
目
に
付
く
。
東
大
寺
献
物
帳
に
、
片
刃
は
大
刀
、

両
刃
は
剣
と
区
別
し
た
記
帳
が
あ
る
。 

以
後
、
平
安
時
代
か
ら
近
世
ま
で
、
剣
と
呼
ぶ
の
は
貴
族
的
、
も
し
く
は
貴
重
性
の
名
称
と
な
り
、

儀
杖
剣
は
原
則
的
に
片
刃
で
、
切
っ
先
は
両
刃
が
多
か
っ
た
。
公
家
は
朝
廷
の
儀
式
に
参
列
の
際
、
身

分
を
表
し
た
飾
剣
、
か
ざ
り
太
刀
を
佩
用
し
、
武
家
の
戦
闘
用
大
刀
と
区
別
し
た
の
で
、
こ
の
場
合
、

剣
の
名
は
貴
族
的
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
。
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。(

（
毎
日
新
聞)

昭
和
５
４

年
１
月
１
９
日
「
稲
荷
山
剣
と
杖
刀
人
」
） 

見
つ
か
っ
た
三
寅
剣
を
写
真
で
見
る
限
り
、
片
刃
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
直
刀
で
あ
り
、
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刀
身
に
彫
刻
を
施
し
て
い
る
と
言
う
事
は
、
武
器
と
し
て
の
実
用
剣
で
は
な
く
飾
剣
と
言
う
こ
と
に
な

る
。 遠

く
、
白
鳳
の
時
代
に
山
深
き
里
に
飾
り
太
刀
を
佩
用
す
る
高
貴
な
人
が
い
て
、
ど
の
よ
う
な
高
雅

な
文
化
が
花
開
い
て
い
た
事
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ほ
ど
の
も
の
が
何
故
、
然
し
た
る
神
社
仏
閣

は
お
ろ
か
、
神
楽
や
祭
囃
子
さ
え
な
い
山
村
で
発
見
さ
れ
た
か
と
言
う
事
に
な
る
。 

発
見
さ
れ
た
旧
家
と
言
う
の
は
、
小
海
町
松
原
で
代
々
神
官
の
家
系
で
あ
っ
た
畠
山
家
と
言
う
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の
松
原
地
区
に
は
畠
山
姓
は
何
軒
も
あ
り
、「
松
原
湖
の
湖
底
に
畠
山
重
忠
の
母
親
の
墓

が
あ
る
」
な
ど
、
こ
の
松
原
と
言
う
土
地
は
昔
か
ら
様
々
な
伝
説
の
多
い
と
こ
ろ
で
、
私
の
子
供
の
頃

か
ら
聞
か
さ
れ
て
い
た
。 

湖
畔
に
あ
る
小
海
町
の
看
板
に
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。 

「
昔
、
源
頼
朝
が
ら
い
病
に
か
か
っ
た
時
、
龍
の
生
肝
を
飲
め
ば
よ
い
と
い
う
神
の
お
告
げ
が
夢
に

現
れ
、
頼
朝
は
畠
山
重
忠
に
龍
の
生
肝
を
取
っ
て
来
い
と
命
じ
た
。 

重
忠
は
ど
こ
へ
行
け
ば
龍
が
い
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
困
っ
た
が
、
あ
る
夜
の
夢
に
信
州
松
原
湖
に

す
む
龍
の
生
肝
を
取
る
が
よ
い
と
教
え
ら
れ
、
来
て
み
る
と
、
松
原
神
社
か
ら
弁
天
島
へ
下
る
大
弥
太

坂
で
母
に
行
き
会
っ
た
。
重
忠
は
母
に
頼
朝
の
命
を
話
す
と
『
私
が
湖
中
に
は
い
っ
て
蛇
体
に
な
る
か

ら
肝
を
取
っ
て
主
君
に
奉
れ
。
』
と
い
っ
て
入
水
し
た
。
た
ち
ま
ち
水
面
に
水
柱
が
た
っ
た
と
見
る
間
に
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大
蛇
の
姿
が
湖
上
に
現
れ
た
。
重
忠
は
、
今
は
も
う
躊
躇
す
る
時
で
は
な
い
と
、
つ
い
に
之
を
殺
し
て

生
肝
を
取
り
頼
朝
に
差
上
げ
、
頼
朝
は
病
気
が
た
ち
ま
ち
な
お
っ
た
の
で
、
湖
畔
神
光
寺
の
境
内
へ
重

忠
の
母
の
た
め
に
五
重
塔
を
建
て
て
供
養
し
た
」
と
言
う
事
で
あ
る
。 

延
文
元
年
（
１
３
５
６
）
諏
訪
大
社
の
最
も
古
い
資
料
、「
諏
訪
大
明
神
絵
詞
」
に
は
諏
訪
明
神
は
竜

あ
る
い
は
大
蛇
の
姿
で
あ
る
と
随
所
に
か
か
れ
て
い
る
そ
う
で
、
は
た
し
て
三
寅
剣
と
松
原
の
伝
説
と

ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
だ
ろ
う
か
。 

故
里
を
離
れ
て
半
世
紀
、
幼
い
頃
の
記
憶
や
伝
承
を
頼
り
に
、
暇
老
人
の
暇
に
任
せ
て
三
寅
剣
の
謎

解
き
に
挑
戦
し
て
み
る
事
に
し
た
。 

 


